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①加入方法が変わります

入学・転入と同時に
自動的に加入

入会届の提出を
もって加入

⑤委員選出のくじ引きがなくなります

定数を満たすために
くじ引きを実施

運営スタッフを新設し、
定数を設けずに集まっ
た人数でできる活動を
する

変革って…
何が変わるの？

これまでは、例年の取組をこなすことに労力を注いでいました。また、その取組を維持するために多くの役員・実行委員を集
めていました。
変革後は、無理して活動するのではなく、運営スタッフ（役員と実行委員を１つにまとめたもの）の実態に合ったできる範囲
での活動に移行していきます。（少ない運営スタッフでも活動できるように、２年間で活動を精選し、減らしてきました。）

⑥運営スタッフになれば、活動と支出をデザインできます

例年と同じ流れで活動（踏襲型） 活動内容と支出を考えて実施

アイデアを思いついたら、規模の大小に
関係なく、まずは気軽に取り組んでみる

活動に人手が必要なときは
都合の合う方に手伝っても
らう（サポーター）

②組織運営の形態が変わります
役員と実行委員が運営

【40人程度】

運営スタッフが運営
※役員と実行委員を１つに
まとめたもの

【少人数】

③活動の方法が変わります

役員と実行委員が企画・
準備・運営を行う

運営スタッフが企画し、
準備や運営は必要に応
じてサポーターを募集

④会員になってもノルマなし

お子様１人につき１回
委員を担って活動

都合が合えばサポーター
としてお手伝い



これまでは、学校を通して連絡や発信を行ってきました。そのため、連絡や発信に時
間がかかったり、双方向のやり取りができなかったりしていました。
上記のようなことが実現できれば、より気軽に円滑に取り組むことが可能となります。

○会議のありかた

必要なときだけ集まったり、
オンラインで打ち合わせをし
たりして、それ以外はSNSを
利用してやりとりをする

○気軽に発信できる環境づくり

PTAのHPをつくって
活動を発信

○会員への連絡方法

会員と双方向のやりとり
ができるメールソフト等
の導入

こんな方法、やり方もあるかな…



ただし…

皆さんの協力なしではＰＴＡの運営はできません

具体的に協力してもらうことは…

○会員になってもらう

会員・会費が集まらないと
活動できません

○活動に協力してもらう

運営スタッフだけに負担が
かからないように、人手が
必要なときにはサポーター
（お手伝い）を募集します

【会費が集まらなければなくなるものの一例】
・入学式の紅白饅頭
・運動会の参加賞
・卒業式の紅白饅頭
・卒業式のお花
・卒業証書を入れるファイル
・卒業記念品（英和辞典）
・ＰＴＡ新聞卒業号

加入については強制ではありま
せんが、できる限り加入してい
ただきますようご協力ください

○運営スタッフになってもらう

運営スタッフが集まら
ないと運営できません

※運営スタッフとは、役員・実行委員を
１つにまとめたものです

できるときにできる範囲
でのご協力で構いません



もしも運営が厳しい状況になれば…

ＰＴＡの休止もしくは廃止

を検討していくことになります

現在のＰＴＡは、自動加入による会員確保及び活動参加への強制力があって成り立っ
ています。それは本来のＰＴＡのありかたではなく、令和の時代にそぐわない形です。
その点を改善するための変革ですので、変革後に皆さんのご協力がなければ、休止も

しくは廃止を検討することとなります。

皆さんでできる範囲で協力し合い、今の時代に合った
無理のないＰＴＡをつくっていきましょう！

ですので、



【変革による変更点】※表の変更点に合わせて規約も改正します。

現行 変革後

入会について 入学（転入）とともに自動的に加入 入会届を提出して加入

委員について
次の実行委員会を設置し実行委員を配置
※企画総務、学級、保健・給食、成人・人権、広報、
校外指導（各委員会に定数あり）

運営スタッフを新設
※役員と実行委員を１つにしたもの
※全会員から募集し、定数は設けない
※運営スタッフの中で、会長・副会長・書記・会計の
役割について担当を決める（役割を兼ねることも
できる）

委員の選出について
希望調査⇒くじ引き
※児童１人につき１回担当
※委員会ごとに定数あり

役員の選出について

全会員から募集
※募集が少ない場合は、担ってくれそうな人を探し
てお願いする

※会長・副会長・書記・会計の担当をそれぞれ選出

活動計画・予算計画 例年通りの計画を立てて執行 運営スタッフが計画を立てて執行

活動の企画・運営について 役員・実行委員が例年の活動内容を運営
運営スタッフが企画し、必要に応じてサポーターを
募って運営

運営スタッフ 計画・企画・運営

参加者募集

手伝い募集
（サポーター）

活動
関係機関との関わり
・地域活動協議会
・城東区ＰＴＡ協議会

アイデアを形に！！
少人数で活動しやすく！！

ノルマなし！！
ご都合のいいときに！！
お友達と一緒に！！

必要に応じて…



企画
運営

運営スタッフ

（会長・副会長・書記・会計）
※役割を兼ねることができる。（例）副会長と書記

※定数を設けない。

えなみＰＴＡ会

学校

（校長・教頭・教務）

【旧役員が担っていたもの】
・地域活動協議会会議
・城東区ＰＴＡ協議会
・四校ＰＴＡ連絡協議会
・学校協議会
・四事業委員会

・次期役員、次期運営委員選出
・総会、実行委員会開催
・城東祭り手伝い
・盆踊りの出店
・四校合同スポーツ大会
・えなみスポーツフェスティバル
・もちつき大会巡回
・城東区ＰＴＡフェスタ

・ＰＴＡ会計

【旧実行委員が担っていたもの】
・給食試食会
・学校保健協議会
・学校保健委員会
・榎並地域人権講演会手伝い
・駅伝引率
・盆踊り出店（巡視を含む）
・四校合同ポスター作成
・えなみネット編集会議
・城東区ＰＴＡフェスタ

現在残っている定例の活動

【例】
・ラジオ体操
・ＰＴＡ新聞
・標準服リサイクル
・巡視活動
・校庭開放
・体験教室

任意の活動

サポーター（お手伝い）
募集

※必要に応じて募集

ＰＴＡ活動

会長・会計

会計監査

会計監査委員 （前会長・前会計）

※会計監査委員は、全会員から募集し、応募者がい
ない場合は上記の前会長と前会計担当者が担う。前
会長や前会計が引き続き役割を担う場合は、他の前
運営スタッフが担う。（２名程度）

※下線のものが今年度実施したものです。
※定例の活動にも減らすことのできる活動
はあります。さらなる精選が必要です。

【変革後の組織図】

※下線のものが今年度実施したものです。
必ずしなければいけない活動ではありません。

活動のさらなる精選が
今後の課題です



大阪市立榎並小学校ＰＴＡ規約

第１章 名称
第１条 本会は、大阪市立榎並小学校ＰＴＡといいます。

本会の事務局は、大阪市立榎並小学校（大阪市城東区野江４-１-２８）内に
置きます。

第２章 目的
第２条 本会は、児童の健全育成、教育環境や地域生活の充実、あわせて会員相互の

親睦と教養の向上を目的とします。

第３章 方針
第３条 本会は、目的の達成のために、次の方針に基づいて活動します。
１．他の団体や機関と協力して、児童の教育や福祉のために活動します。
２．特定の政党や宗教にかたよる行為や営利目的の活動はしません。
３．本会または本会運営スタッフの名において、公私を問わず、あらゆる候補者
の推薦に関わりません。

４．学校の教育方針、人事や管理には干渉しません。

第４章 会員
第４条 本会の会員には、次のいずれかに該当すればなることができます。
１．大阪市立榎並小学校に在籍する児童の保護者。
２．大阪市立榎並小学校に勤務する職員

第５条 本会の会員になるためには、本規約に同意のうえ、入会についての意思を書
面にて提出する必要があります。会員の申し出により、入会はいつでもでき
ます。

第６条 本会の会員は、一度入会すると、会員の子が卒業または転出するまで会員資
格が継続します。会員の申し出により、退会はいつでもできます。

第７条 本会の会員は、会費を納めるものとします。
会費は、児童１人につき、申し込んだ口数×１００円を月額とした１２ヶ月
分となります。
会員の申し出により、会費の口数はいつでも変更できます。

第５章 経理
第８条 本会の活動に必要な経費は、会費および自発的寄付金によって賄われます。
第９条 本会の経理は、総会で議決された予算にしたがって行われます。
第１０条 本会の経理は、会計監査委員の監査を受けた後、会員への報告が必要です。
第１１条 本会の会計年度は、４月１日に始まり、翌年の３月３１日に終わります。

第６章 運営スタッフ・会計監査委員の選出と就任
第１２条 運営スタッフ・会計監査委員は次の通りとします。任期は1年としますが、

再任しても構いません。
１．運営スタッフ…定数なし
※運営スタッフの中から次の役割について担当者を決めます。（複数の役
割を兼ねることもできます。）
・会長
・副会長
・書記
・会計

２．会計監査委員…若干名（※運営スタッフと兼ねることはできません。）

第１３条 運営スタッフ・会計監査委員の選出と就任は、次の通りとします。
１．運営スタッフ・会計監査委員の選出にあたっては、全会員から立候補者を
募ることとします。選出には、本人の同意が必要です。
さらに総会出席者の過半数の承認を得る必要があります。

２．運営スタッフ・会計監査委員の任期は、５月１日から始まり、翌年４月３
０日に終わります。ただし、選出が遅れた場合は、引き続き前年度の運営
スタッフ・会計監査委員がその期間の任務を行います。

第１４条 会長等の役割に欠員ができたときは、運営スタッフの中でその代わりを補
充します。
任期は、前任者の残りの期間とします。

第７章 運営スタッフ・会計監査委員の任務
第１５条 運営スタッフ・会計監査委員の任務は次の通りです。

１．会長は、本会の代表者として、総会、えなみＰＴＡ会を招集し、会の議長
を務めます。
また、年２回、会員に活動報告と会計監査報告をします。

２．副会長は会長を補佐し、会長不在のときはその代理をします。
３．書記は、総会、えなみＰＴＡ会の通知、議事録の作成保管、その他の活動
についての記録をします。

４．会計は、予算の立案に協力します。また、総会で決定した予算に従い、全
ての会計事務を処理します。さらに、年２回、会計監査を受けた決算の報
告をします。

５．会計監査委員は、年２回、その年度の会計を監査します。



第８章 えなみＰＴＡ会とその任務
第１６条 えなみＰＴＡ会は、運営スタッフと校長・教頭・教務主任で構成します。
第１７条 えなみＰＴＡ会の任務は次の通りです。

１．運営スタッフによって立案された活動計画について検討のうえ処理します。
２．総会に提出する議案について検討のうえ処理します。
３．その他、規約や総会の議決に従って、本会の事務を処理します。

第９章 総会
第１８条 総会は全ての会員で構成される本会の最高議決機関です。
第１９条 総会の成立は、会員数の５分の１以上（委任状を含む）とします。議決に

は出席者の過半数の同意が必要です。
第２０条 えなみＰＴＡ会が必要と認めたとき、または会員の５分の１以上の要求が

あったときは、会長は臨時総会を招集することができます。
第２１条 総会は、毎年度１回は開きます。

第１０章 規約の改正
第２２条 本規約は、総会において出席者の過半数の同意によって改正することがで

きる。

第１１章 個人情報の取扱い
第２３条 本会は事業の円滑な運営のために、会員の個人情報を取得します。個人情

報保護に関する法令等を遵守し、個人情報保護法に則って運用管理を行い
ます。

第２４条 本会では個人情報を次の目的のために利用します。
１．ＰＴＡ会費の徴収事務、管理業務
２．ＰＴＡ関連文書の送付・送信
３．運営スタッフ・サポーター名簿の作成
４．活動に必要な情報（会員や会員の子どもの氏名、写真等）

第２５条 個人情報の管理について、不要となった個人情報は適正かつ速やかに廃棄
します。

第２６条 個人情報を漏洩（紛失含む）したおそれがあることを把握した場合は、直
ちに本会会長に報告し、適切かつ迅速な処理及び会員への周知に努めます。

第１２章 弔慰規定
第２７条 訃報連絡を受けた際には、次の通りに実施します。

１．訃報内容を校長・会長で共有し、次の表に従って対応します。

２．ＰＴＡ弔旗は、ＰＴＡ会議室に保管し、運営スタッフが搬出・返却を行う。
３．その他、上記により難い場合は、校長・会長で協議して決定する。

付記

「大阪市立榎並小学校ＰＴＡ規約」は、平成元年４月、平成７年４月、平成１０年４月、
平成１４年４月、平成１９年４月、平成２０年５月、平成２７年４月、平成２９年１１
月、平成３０年１１月、令和２年５月 令和４年２月 一部改正

「第１１章 個人情報の取扱い」は、平成３０年１１月１日より施行した「大阪市立榎
並小学校ＰＴＡ 個人情報取扱方法」を本規約に統合、改編（令和２年５月）

「第１２章 弔慰規定」は、平成２年６月より施行した「慶弔規定」（平成４年４月、
平成９年６月、平成２０年５月、平成２７年５月 一部改正）を本規約に統合、改編
（令和２年５月）

摘要
お供え金額

(ＰＴＡより拠出)
弔旗の
掲揚

通知範囲

運営
スタッフ

職員 会員

会員死亡
（世帯主本人）

10,000円

喪主の
意向に
従う

○ ○

喪主の
意向に
従う

児童死亡
（在籍児童）

10,000円 ○ ○

職員死亡
（在籍職員）

10,000円 ○ ○

蒲生中・成育小・聖賢小
校長・教頭・ＰＴＡ会長

○ ○

榎並地域活動協議会運営委員
（名簿記載者） ○ ○


